
令和６年度 第３回 東部中学校運営協議会 会議録（要点記録） 

 

１ 開催日時  令和６年１０月１５日（火） 1９時０３分から２１時０３分まで 

 

２ 開催場所  東部中学校 ３階会議室 

 

３ 出席委員  廣野 篤男、杉山 邦司、松永 新一、露木里江子、森田 賢児、 

水谷加寿代、渡辺 雅子、稲垣 善彦、森重 勝博 

 

４ 欠席委員  稲葉 誠史郎 

 

５ 学   校  宮内 真実（校長）、榊原 早苗（教頭）、木下 久一（主幹教諭）、 

島津 虎史（生徒指導主事）、池田 未来（ＣＳディレクター） 

 

６ 教育委員会  清水 悠（教育総務課） 

 

７ 傍 聴 者  なし 

 

８ 会議録作成者  ＣＳディレクター 池田 未来 

 

９ 議長の選出 

司会の榊原教頭から、議長の選出について委員に意見を求めたところ、森重委員が 

本日の議長を務めることを申し出、全員異議なくこれを承認した。 

 

10 協議事項 

（１）自転車通学可能範囲の見直しについて 

（２）令和６年度学校運営基本方針についての経過報告 

（３）いじめ防止等のための基本的な方針についての経過報告 

（４）夢育やらまいか事業経過報告 

 

1１ 会議記録 

  司会から、委員総数10人のうち９人の出席があり、過半数に達しているため、会議

が成立している旨の報告があった。 

  

（１） 自転車通学可能範囲の見直しについて 

議長の指示により、宮内校長から、別紙資料に基づき自転車通学可能範囲の見直しに

ついての報告があり、島津生徒指導主事からは資料をもとに補足説明があった。また委

員からは、以下の発言があった。 



・ 通学路の調査として実際に歩いてみた。小雨の日で、水たまりができていたり白

線が消えかけていたりと安全ではないと思える状況だった。ドライバーに意識し

てもらうために、通学路の看板やスクールソーンなどの表示があれば、より安全

に生徒が通えるのではないか。また自転車と徒歩の両方で通学にかかる時間を比

較したところ、十分徒歩でも通えるのではないかと感じた。（森重委員） 

・ 11月20日開催予定の協議会が、このような臨時的な開催となった経緯を知りた

い。（稲垣委員） 

→ 露木委員と話し合い、自転車通学の変更に関して大きな問題になると思い、臨時 

の開催を学校に提案した。学校側は、これを臨時ではなく第３回として前倒しの 

開催とすることとした。（森重委員） 

・ 来年度からの自転車通学可能範囲の変更について案内を出した小学校の保護者か

ら、毎日のように問い合わせが来ている。変更を決定する前に、学校とPTAでの

話し合いや説明の場が必要であったのではないか。保護者の了解を得てから通知

すべきであった。（廣野委員） 

・ 通学路に関して、危険な箇所には様々な対策を施すよう尽力した。自転車の落下

防止のためにフェンスやカーブミラー・側溝の設置、道路上の生け垣を取り除く、

横断歩道のメロディー機能や点字ブロック追加など。（廣野委員） 

・ 前回の学校運営協議会では、かなりの熟議はした。通学可能範囲を変更したこの

３年間、様々な苦労や問題点があり、元に戻すという認識で決定したことである。 

夜道や熱中症の危険、鞄の重さ、不公平感などの保護者の声にはそれぞれ対策の

余地はある。それらをクリアしていけば、学校側の決定は生徒のためには必要だ

ったと理解できるのでは。（渡辺委員） 

・ 前回会議録だけでは見直しに至ったつぶさな議論の内容がわからず、今回日を変

えて緊急に開催した意味が人によってはわからないのでは。運営協議会の在り方

や議事録の取り方にも議論の余地があると指摘をさせていただく。（森田委員） 

・ １～２回ではなく３～４回と協議を重ねてほしいところ。事故多発している箇所

には地域や保護者も協力していきたいと思う。（杉山委員） 

・ PTAなど学校のために活動している保護者も多くいる。そういった方々の意見を

聞き、協議を重ねて検討していく方が双方納得いく学校活動になるのではないか。

本来の11月20日開催で再び協議会を開催した方がよい。（稲垣委員） 

・ 東部中の校区が細長く特殊で、市街地を自転車で大量に移動するという点、また

都市計画道路が中途である点から、歩行者も含め東西に安全に移動できる道がな

い。この地域にとってはそれが大きな問題である。（露木委員） 

・ 徒歩通学による保護者の心配もわかる。命が大事ということが１番の大前提で、

協議を重ねてよい方向に向かっていってほしい。（水谷委員） 

・ 自転車通学に関して保護者向けの説明会を設け、その後速やかに学校運営協議会

を開催して報告していただきたい。（森田委員） 

 → 説明の場を設け、保護者に理解していただく。（宮内校長） 

 



時間の都合により、以下の事項は資料配付にての報告となった。 

（２）令和６年度学校運営基本方針についての経過報告 

（３）いじめ防止等のための基本的な方針についての経過報告 

（４）夢育やらまいか事業経過報告 

 

 その他報告事項等 

   司会から、次回会議は日程調整の上、開催する旨の報告があった。 


